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議案第２７号 

専決処分の承認を求めることについて 
幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、

その承認を求める。 

令和８年６月１日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和８年３月３１日に公布されたこと

に伴い、緊急に幸手市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、同日幸手市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条

第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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専決第７号 

専 決 処 分 書 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

令和８年３月３１日 

幸手市長 木 村 純 夫 
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幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

幸手市長 木 村 純 夫 

幸手市条例第１１号 

幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

幸手市国民健康保険税条例（昭和４０年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第５項に次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納

付金課税額は、３万円とする。 

第２１条第１項中「及び同条第３項本文」を「、同条第３項本文」に、「並びに

同条第４項本文」を「、同条第４項本文」に改め、「１７万円）」の次に「並びに

同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からエ及びオに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、

同項第１号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて１，０５０円 

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について７０円 

第２１条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号に

次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて７５０円 

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について５０円 
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第２１条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように

加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて３００円 

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２０円 

第２１条第２項に次の１号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２２５円 

イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ３７５円 

ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７５０円 

第２１条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者

均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第

２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第７条の規定により算定した所得割額の１２分

の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の２の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８
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歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の３の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間にうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

第２１条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の幸手市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 


